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転換期を迎える生物多様性国家戦略

国家戦略研究会／農林水産省戦略検討会を振り返って

東 京 大 学

橋 本 禅

「生物多様性国家戦略を考えるフォーラム 自然共生社会の設計図作りに参加しよう」
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現在は近年の生物多様性保全行政における
２つ目の転換点にある？
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（第１の転換点）生態系サービスは人間の福利を支えている

ミレニアム生態系評価は生態系サービスと人間の福利の相互関係を明示
à福利の維持・向上には生態系サービスの供給基盤である生物多様性の保全が不可欠。

注：
矢印の「色」 社会経済的要因の介在の可能性
矢印の「幅」 生態系サービスと人間の福利の関係の強さMA(2005)
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• 直接要因の背景には、生産・消費パターン、人口動態、貿易、技術革新、
ガバナンス等（間接要因）がある

• 生物多様性保全を実現には間接要因への介入
IPBES(2019)

（第２の転換点）生物多様性の劣化を引き起こす直接要因への対処も重要
だが、それだけでは劣化を食い止め、持続可能な社会を築くことはできない

生物多様性の低下を引き起こす直接的要因
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生態系の保全・再生

気候変動の緩和

汚染、侵略的外来種、
乱獲等への対処

持続可能な生産

消費や廃棄の削減

生物多様性の損失を減らし、回復させるための行動のポートフォリオ
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6GBO 5 (CBD, 2020)

土地と森林 持続的な農業 都市・インフラ 淡水 気候行動

ワン・ヘルス 持続的な食料システム 水産業・海洋

2050年ビジョン達成に向けた転換が必要な８分野と相互関係

生物多様性保全を効果的に進めるためには多分野での保全策の実行、連携が不可欠



7

生物多様性保全行政の射程が拡大する中で、
どうすれば戦略の実行性が高まるか？
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生物多様性国家戦略

生物多様性基本法

環境基本計画 その他の国の計画

基本とする
(12-1)

基本とする
（12-2）

生物多様性地域戦略

基本とする
(13-1〜4)

都道府県、市町村で努力義務

地域戦略の策定項目
1. 区域、目標、
2. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用
に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

3. その他必要な事項

農林水産省生物多様性戦略

みどりの食料システム戦略

生物多様性基本法に規定される計画間の関係

※具体的な計画は明記されず内
容が空虚

スタンスの明⽰

農林⽔産省
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地球温暖化対策計画

地球温暖化対策の
推進に関する法律

政府実行計画

即する（20-1）

地方公共団体実行計画等

即する（21-1）

都市計画（国土交通省)

農業振興地域整備計画
（農林水産省）

その他関係のある施策

• 都道府県、政令市、中核市、特例市で義務
• その他市町村は努力義務

都道府県、政令市、中核市、特例市で義務化された策定項目
1. 計画の目標、計画期間、措置内容
2. 再生可能エネルギーの利用の促進に関する事項
3. 温室効果ガスの排出がより少ない製品及び役務の利用、事業
者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動
の促進に関する事項

4. 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増
進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効
果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関
する事項

5. 廃棄物等の発生の抑制の促進その他の循環型社会の形成に
関する事項

調和（21-4）

①計画の要求仕様が具体的

②他行政計画との連携が具体的

農林水産省温暖化対策計画（検討中）

農林水産省地球温暖化対策推進チー
ム（H28)

農林⽔産省

これ以前も温暖化対策，適応計画の実績あり
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生物多様性保全行政の射程が拡大する中で、
どうすれば戦略の実行性が高まるか？

例えば，

① 関係省庁レベルでの戦略・計画の具体化・実行性の強化（e.g. 農林
水産省戦略）

② 地域戦略の要求仕様の具体化，義務化

③ 地方自治体レベルでの行政計画との接続（e.g.都市計画，森林整備計
画，農振計画）

④ 関係省庁レベルでの民間事業者・消費者との連携強化（e.g.サプライ
チェーン全体にわたる環境配慮，持続可能な消費のための普及啓発）


